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「企業経営と介護両立支援に関する検討会」 開催概要
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ヒアリング調査

（経営者/人事責任者）

第１回検討会（11月）

骨子案議論

第2回検討会（12月）

ガイドライン記載事項議論

企業における両立支
援施策の効果検証

第3回検討会（1－2月）

ガイドライン案議論
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• 経済産業省は、従業員への介護発生による企業経営上の影響や両立支援を講じた場合の効果、企業実態に応じた施策の在
り方等について、調査・ヒアリング・両立支援施策の効果検証支援等を実施。

• 本検討会においては、こうした調査結果を踏まえながら、先進的な企業にとどまらず、より幅広い企業が両立支援に取り組むことを
促すため、企業が取り組むべきことを具体的にまとめたガイドラインの策定や政府における支援策の在り方について、議論する。
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【本検討会における議題】

①従業員が両立困難になることによる企業経営上の影響
②両立困難になることによるリスクが大きい企業の特徴・傾向分析
③企業実態（規模・業種業態・地域性等）に応じた両立支援の在り方・先進事例の整理
④介護両立支援施策の効果検証の在り方整理
⑤介護両立支援に係る関連情報の整理・普及の在り方
⑥政府における支援策の在り方

連携
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第1回検討会の振り返り
＜議題①「従業員が両立困難になることによる企業経営上の影響」について＞

➢ マイナスへの対応ではなく、ポジティブなアピールの機会としても活用できる（人的資本経営、業務効率化、DI＆E等の観点で）。

➢ 様々な制約を持っている従業員が当たり前の時代が来ている。皆の力が出せるマネジメント、風土をどう作っていくかが重要だ。

➢ 経済的な側面だけでなく、従業員の心理的健康面を含めて、企業経営への影響をとらえるべきだ。

➢ 企業が取り組む課題から介護を排除しないという考えのほうが良い。介護という課題があるのかないのか一度洗い出し、あるなら課
題は何かを整理することがスタートである。いま課題が無いのであれば、無理にやらず優先事項からやるほうが社員は納得する。排
除されていた介護を取り込むことが必要である。

➢ ９兆円の経済損失は従業員にとっては遠すぎる。家族の介護を抱えている人、将来抱えるだろう人に寄り添った施策がよい。

＜議題②「両立困難になることによるリスクが大きい企業の特徴・傾向分析」について＞
➢ この企業は取り組みが必要、この企業はまだ必要ではないというようなセグメンテーションをあえてしないほうがよい。ビジネスケアラー
は国の課題であり、全企業・全業種、年齢が低くても高くても、国家的にやっていこうという発信の方がよいのではないか。

➢ 入社直後から、いつ介護に直面してもおかしくない、柔軟な働き方を使いこなせるような準備が必要である。

＜議題③「企業実態（規模・業種業態・地域性等）に応じた両立支援の在り方・先進事例の整理」について＞
➢ 企業経営と広く捉えられるタイトルにはしているが、働いている方の大部分は中小企業であるので、実態を踏まえてガイドラインを
作成したほうが良い。

➢ 仕分けと協業体制を明確にしないと、特に中小企業などは無理で倒れてしまう可能性があると思う。

➢ 個人のリテラシーが大事である。個人で見ると転職をするかもしれないので、企業施策は初めの振り子という設計がベストだ。

➢ 介護は非常に多様であり、相談できる体制、あるいは両立に関する専門家のアドバイスを受けることができたかなどについても両
立の施策や指標に入れていくと良い。

＜その他、ガイドライン全般について＞
➢ なんでも企業がやるとなると負担が大きすぎるので、交通整理を行うためのガイドラインになるとよいと考えている。
➢ 今回のガイドラインは、本人が早めに準備をし、介護に直面したときに自分自身でコントロールできるようなものにすべきであり、そ

うでないと実際に運用するのは難しい。
➢ 両立とは仕事を減らすことではない、介護とやりがいの両立であるというメッセージを出すべきである。

➢ 仕事を減らすのではなくどのように前向きに仕事ができるのか、環境を整えることが大事だ。
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⚫ 年齢別では45歳以降になるとビジネスケアラーの人数が急激に増加し、55～59歳では638,000人に上る。

⚫ 総人口に占めるビジネスケアラー人数の割合であるビジネスケアラー発生率においても、55～59歳まで年齢の上昇とともに
増加傾向が見られる。

（補足）【議題③関連資料】年代別の介護発生状況

出所：総務省統計局「人口推計（2022年（令和4年）10月1日現在）」「令和４年就業構造基本調査」
※総務省「令和４年就業構造基本調査」より、「仕事が主な者」かつ「介護をしている」と回答した方をビジネスケアラーとして定義して算出。

ビジネスケアラー人数とビジネスケアラー発生比率の推移
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• 管理職・非管理職を問わず、「フィールドワーク」の従業員は、就業継続や職場の支援に対する不安を感じている割合が「デスク
ワーク」よりも高い。背景としては、労働時間の長さや、代替人員の確保ができないことなどの構造的な課題が見られる。

• 特に「デスクワーク」の職種は非管理職の方が管理職より、就業継続や職場からの支援に対する不安を感じている割合が高い
傾向にある。非管理職の方が、「両立支援制度が整備されていない」という回答の割合が高いため、そもそも制度自体を認識して
いない可能性が高い。

（補足）【議題③関連資料】企業実態に応じた両立支援の在り方 概要

デスクワーク
（管理的職業従事者、

事務従事者）

フィールドワーク
（専門的・技術的職業
従事者、販売従事者、

サービス職 等）

管理職
（部長、課長 等）

非管理職
（一般社員、主任・係長 等）

✓仕事を続けられない・わからないと回答
した割合：19.9%
（収入不安、制度・サービスの組み合わせが
不明、職場の理解のなさ等）

✓勤務先から「あまり支援されていない」
「全く支援されていない」と回答した割
合：37.9%

✓仕事を続けられない・わからないと回答
した割合：29.6%
（支援施策を利用しにくい雰囲気、労働時間
の長さ、代替人員の確保等）

✓勤務先から「あまり支援されていない」
「全く支援されていない」と回答した割
合：45.7%

✓仕事を続けられない・わからないと回答
した割合：25.8%
（収入不安、支援施策を利用しにくい雰囲気、
支援施策が不明等。）

✓勤務先から「あまり支援されていない」
「全く支援されていない」と回答した割
合：40.7%

✓仕事を続けられない・わからないと回答
した割合：29.0%
（収入不安、制度・サービスの組み合わせ不
明、支援施策を利用しにくい雰囲気等）

✓勤務先から「あまり支援されていない」
「全く支援されていない」と回答した割
合：43.1%

働き方に関わる
構造的要因

非管理職へ制度に
関する情報が届い
ていない可能性
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（補足）【議題③関連資料】企業実態に応じた両立支援の在り方 参考①

管理職 非管理職 管理職 非管理職

n 731 391 247 666 2035

長期的にみても

続けられると思う
28.5% 25.6% 18.2% 21.3% 24.3%

しばらくは

続けられると思う
51.6% 48.6% 52.2% 49.7% 50.5%

続けられない

と思う
10.9% 10.7% 17.0% 13.4% 12.4%

わからない 9.0% 15.1% 12.6% 15.6% 12.8%

属性
デスクワーク フィールドワーク

全体
管理職 非管理職 管理職 非管理職

n 146 101 73 193 513

勤務先に介護休業制度等の両立支援制度が

整備されていないため
21.2% 25.7% 26.0% 24.4% 24.0%

勤務先の介護休業制度等の両立支援制度の

利用要件を満たしていないため
8.2% 6.9% 16.4% 9.3% 9.6%

勤務先の介護休業制度等の両立支援制度が

わからないため
10.3% 11.9% 16.4% 10.4% 11.5%

勤務先に介護休業制度等の両立支援制度を

利用しにくい雰囲気があるため
14.4% 13.9% 21.9% 13.5% 15.0%

収入が減るので、勤務先の介護休業制度等の

両立支援制度を利用できないため
17.1% 16.8% 16.4% 15.5% 16.4%

代替職員がおらず、介護休業制度等の

両立支援制度の利用ができないため
12.3% 11.9% 17.8% 13.0% 13.3%

勤務先に相談窓口がない（わからない）ため 5.5% 7.9% 15.1% 10.9% 9.4%

上司や同僚に相談しづらい

（理解が得られにくい）ため
13.0% 10.9% 13.7% 7.8% 10.7%

勤務先の労働時間が長い、深夜勤務・シフト勤務が

あるなど、労働時間上の問題があるため
8.2% 5.9% 20.5% 7.8% 9.4%

勤務先で人事評価など待遇に悪影響がでる

可能性があるため
8.9% 5.9% 12.3% 6.7% 8.0%

介護保険制度の仕組みや認定手続き、

介護サービスや施設の利用方法がわからないため
5.5% 5.0% 9.6% 6.7% 6.4%

どのように勤務先の介護休業制度等の

両立支援制度と介護サービスを

組み合わせれば良いかわからないため

13.7% 6.9% 16.4% 15.0% 13.3%

家族・親族の理解・協力が

十分に得られないため
22.6% 21.8% 16.4% 26.9% 23.2%

その他 6.2% 5.9% 4.1% 4.7% 5.3%

続けられない、わからないと思う具体的な理由
フィールドワーク

全体
デスクワーク

Q. あなたは、現在の勤務先で「手助け（てだすけ）・介護」をしながら、仕事を続けることができると思いますか。※

※回答のうち、以下に応じてデスクワークとフィールドワークに分類
【デスクワーク】
１．管理的職業従事者
３．事務従事者（公務員、事務員、秘書 など）

【フィールドワーク】
２．専門的・技術的職業従事者（研究者、医師、保育士など）
４．販売従事者（販売店員、営業職従事者 など）
５．サービス職（介護職員、飲食物調理従事者 など）
６．保安職業従事者（警備員 など）
７．農林漁業従事者（造園師、漁師 など）
８．生産工程従事者（製造・検査工程従事者 など）
９．輸送・機械運転従事者（鉄道運転従事者、発電員 など）
10. 建設・採掘従事者（建設躯体工事従事者、大工 など）
11. 運搬・清掃・包装等従事者（船内・湾岸荷役従事者など）
※その他は含まない

出所：令和４年度ヘルスケアサービス社会実装事業（サステナブルな高齢化社会の実現に向けた調査）労働者アンケート調査結果より
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（補足）【議題③関連資料】企業実態に応じた両立支援の在り方 参考②

Q. 「手助け（てだすけ）・介護」をしながら、現在の勤務先に長期的に働き続けるためには、介護に対しての勤務先からの十分に
支援（制度・情報提供等）されていると思いますか。

管理職 非管理職 管理職 非管理職

n 731 391 247 666 2035

十分に支援されている 15.3% 11.8% 7.3% 10.7% 12.1%

多少は支援されている 37.2% 34.0% 38.9% 31.1% 34.8%

あまり支援されていない 24.6% 26.6% 29.1% 23.7% 25.3%

全く支援されていない 13.3% 14.1% 16.6% 19.4% 15.8%

わからない 9.6% 13.6% 8.1% 15.2% 12.0%

属性
デスクワーク フィールドワーク

全体

出所：令和４年度ヘルスケアサービス社会実装事業（サステナブルな高齢化社会の実現に向けた調査）労働者アンケート調査結果より
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本日の論点

１. 議題④「介護両立支援施策の効果検証の在り方整理」について

• 両立支援施策の測定方法・KPI設定の在り方はどのようにあるべきか。

• 対外的に施策効果を発信するに際して、訴求する内容や、訴求対象はどこを想定するとよいか。

• 職域における想定される両立支援施策の効果をどのように考えるべきか。

２. 議題⑤「介護両立支援に係る関連情報の整理・普及の在り方」について

• 関連情報として、どういったものをガイドラインに掲載すべきか。

• 両立支援施策に関わる情報をどのようなチャネルで訴求すべきか。

議題⑥「政府における支援策の在り方」について

• ガイドライン策定に加え、どのような支援を経済産業省として講じていくべきか。

３. 第１回検討会及び上記論点を踏まえ、ガイドライン・とりまとめ骨子案（資料3-2参照）について、盛り込
むべき要素や視点など、ご意見を頂きたい。
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仕事と介護の両立支援に関わる効果検証の実施：概要

項目 ①ビジネスケアラー本人向け ②その他の従業員向け ③人事・総務担当者向け

目的
• 家族の介護に関する内容や制度の利用実態、
効果を把握

• 制度に関する認識、家族の介護に対する認識
度合い、周囲に介護をしている同僚がいること
の認識状況等を把握

• 取組にかかるコスト（費用、時間、
人員）、効果把握のためのKPIの
設定有無について把握

対象者
• 家族の介護を経験したことがある社員

（直近5年間）
• 家族の介護を経験したことがない社員

（直近5年間）

• 仕事と介護の両立を行う従業員を
支援する担当者

調査期間 • 2023年11月下旬

実施方法 • WEBアンケート調査（回答期間10日程度） • ヒアリング調査

調査内容

※約20問、所要時間15分程度

• 家族の介護について
（続柄、要介護度、期間、同居/別居）

• 制度の利用実態（自社の制度それぞれの認知・
利用有無、その他有効であった制度や仕組）

• 施策効果（介護休業等を行った期間、身体的・
精神的負担の変化、従業員満足度、エンゲージメ
ント）

※約15問、所要時間10分程度

• 制度の認知実態（自社の制度の認知度、セミ
ナー受講有無、介護保険制度に関する認知度）

• 周囲に介護をしている同僚がいることの認識

• 施策効果（従業員満足度、エンゲージメント）

• 取組にかかるコスト（費用、時間、
人員）

• 効果把握のためのKPIの設定有無

• 今後の見通し

• 職域における両立支援施策の利用実態や効果などについて把握し、両立支援施策の効果を検証するため、以下の概要で複数
社に対して調査を実施した。

• 職域における仕事と介護の両立支援としては、本人や企業の人事・総務担当者のみならず、その周囲の従業員にも影響を及ぼす
ものと想定されるため、①介護両立に取り組む従業員（ビジネスケアラー）本人、②その他の従業員、③人事・総務担当者に
向けてそれぞれの調査項目を設定。

• なお、今回は、結果の一例として、調査を実施した企業（1社）の①の結果について掲載する。
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• 約10数％のビジネスケアラーが存在し、ボリュームゾーンは55歳以上。

• 部長クラス以上の経営管理層が主な家族介護経験者。

家族介護経験者の割合

n 割合 ある ない

20-24 6 4.2% 0.0% 100.0%

25-29 21 14.8% 4.8% 95.2%

30-34 16 11.3% 0.0% 100.0%

35-39 19 13.4% 5.3% 94.7%

40-44 21 14.8% 0.0% 100.0%

45-49 20 14.1% 15.0% 85.0%

50-54 18 12.7% 16.7% 83.3%

55-59 14 9.9% 35.7% 64.3%

60-64 6 4.2% 33.3% 66.7%

65-69 1 0.7% 100.0% 0.0%

全体 142 100.0% 11.3% 88.7%

家族の介護の経験全体

n 割合 ある ない

役職無し 96 67.6% 9.4% 90.6%

主任・係長クラス 8 5.6% 12.5% 87.5%

課長クラス 23 16.2% 8.7% 91.3%

部長クラス以上 15 10.6% 26.7% 73.3%

全体 142 100.0% 11.3% 88.7%

家族の介護の経験全体

年
齢
別

役
職
別

①②アンケート結果より
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• 介護休業・休暇においては、0日と回答している方が多数。

• 準備期間においては、一定割合0日と回答している。また、半数以上が、約3か月で準備を終えている。

家族介護経験者における準備実態

n %

0日 3 18.8%

1-4日 0 0.0%

5-9日 0 0.0%

10-29日 2 12.5%

30-59日 6 37.5%

60-99日 2 12.5%

100日以上 1 6.3%

その他 2 12.5%

n %

0日 12 28.6%

1-4日 0 0.0%

5-9日 2 4.8%

10-29日 1 2.4%

30-59日 7 16.7%

60-99日 8 19.0%

100日以上 5 11.9%

その他 7 16.7%

n ％

0 13 81.3%

1週間以内 0 0.0%

3週間以内 1 6.3%

6週間以内 0 0.0%

9週間以内 2 12.5%

12週間以内 0 0.0%

それ以上 0 0.0%

3-1. 介護休業は初年度に

何日間取得しましたか。

n %

0 8 50.0%

1日 0 0.0%

2日 1 6.3%

3日 0 0.0%

4日 0 0.0%

5日 1 6.3%

6日以上 6 37.5%

3-2. 介護休暇は初年度に

何日間取得しましたか。

家族介護経験者の介護休業・休暇・仕事と介護の両立までの準備期間（N＝16）

介護休業 介護休暇 両立に向けた準備期間

81%

①②アンケート結果より
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• 家族介護を行うことによる仕事の量が変化したかという質問において、全国平均よりも改善が見られた。

• 仕事のパフォーマンス低下度は20％未満で、全国平均よりもパフォーマンスの低下度が低いことから、
一定の施策効果が表れているものと考えられる。

両立支援施策の効果：ビジネスケアラーの仕事への効果

家族の介護を行うことによる仕事の量と質の変化

Ｎ＝16調査対象企業

平均 8.6 7.4

量の変化 質の変化

Ｎ＝2,067全国平均（昨年度調査）

平均 7.6 7.4

量の変化 質の変化

✓ 家族介護を行うことによる仕事の量が変化したかという質問において、全国平均よりも改善が見られた。

家族の介護を行うことによる仕事のパフォーマンス低下度

平均 19.7％

Ｎ＝16調査対象企業 Ｎ＝2,067全国平均（昨年度調査）

平均 27.5％

✓ 仕事のパフォーマンス低下度は20％未満で、全国平均よりもパフォーマンスの低下度が低い

Qqmethod（経済産業省「健康経営ガイドブック」を参照）に基づく以下式を用いてパフォーマンス低下度を算出

パフォーマンスの低下 ＝１－{(仕事の量＋仕事のパフォーマンス)/２×1/10｝

出所：経済産業省「令和４年度ヘルスケアサービス社会実装事業（サステナブルな高齢化社会の実現に向けた調査）」

①②アンケート結果より
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n %

とてもそう思う 0 0.0%

そう思う 4 25.0%

どちらとも言えない 8 50.0%

そうは思わない 4 25.0%

全く思わない 0 0.0%

全体 16 -

• 仕事に対するやりがい・満足度は、「変化していない」もしくは減少傾向の回答をしており、
介護発生によるやりがい・満足度減少の対応が必要とみられる。

• 一方で、長期的な勤続意欲については、半数以上が「とてもそう思う」「そう思う」と回答している。

両立支援施策の効果：仕事・勤続に対する満足・意欲・見通し

仕事に対するやりがい・満足度 長期的な勤続意欲 長期的な両立の可能性

家族介護者における仕事に対するやりがい・満足/長期的な意欲・見通し（N=16）

Q:家族の介護を始めてから、仕事のやりがいはどのよう
に変化しましたか。最も近いものを選択してください。

n %

とても大きくなった 0 0.0%

大きくなった 0 0.0%

すこし大きくなった 1 6.3%

変化していない 8 50.0%

すこし小さくなった 3 18.8%

小さくなった 2 12.5%

とても小さくなった 2 12.5%

全体 16 -

n %

とてもそう思う 3 18.8%

そう思う 6 37.5%

どちらとも言えない 5 31.3%

そうは思わない 2 12.5%

全く思わない 0 0.0%

全体 16 -

Q:あなたはこの会社で長期的に働きたいと
感じていますか。

Q: あなたは今後家族の介護が続いたとしても、
この会社で長期的に働くことができると感じます
か。

①②アンケート結果より
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• 仕事と介護の両立に関わる制度について認知している場合には、長期的な勤続見通しを持つ人が多い。
一方で、制度の利用そのものは長期的な勤続見通しとはあまり関係がない。

• 制度の存在が「いつでも利用できる」という従業員の安心感につながっていると考えられる。

両立支援施策の効果：制度による安心感

介護を始める前から

知っている

介護を始めてから

知った
知らない

a. 介護休業 40%（10） 0%（5） 0%（1）

b. 介護休暇 33%（9） 20%（5） 0%（2）

c.
仕事と介護の両立に関する

ハンドブック
50%（6） 50%（2） 0%（8）

d.
仕事と介護の両立に関する

セミナー
43%（7） 20%（5） 0%（4）

e.
仕事と介護の両立に関する

相談窓口
50%（8） 0%（3） 0%（5）

f.
仕事と介護の両立に関する

費用補助制度
40%（5） 0%（1） 20%（10）

g.
家族の介護に関する

社内コミュニティ
33%（3） 50%（2） 18%（11）

3-8.

「とてもそう思う」「そう思う」の

割合（カッコ内はn数）

利用した 利用していない 知らない

a. 介護休業 0%（4） 36%（11） 0%（1）

b. 介護休暇 38%（8） 17%（6） 0%（2）

c.
仕事と介護の両立に関する

ハンドブック
50%（2） 50%（6） 0%（8）

d.
仕事と介護の両立に関する

セミナー
67%（6） 0%（6） 0%（4）

e.
仕事と介護の両立に関する

相談窓口
100%（2） 22%（9） 0%（5）

f.
仕事と介護の両立に関する

費用補助制度
-%（0） 33%（6） 20%（10）

g.
家族の介護に関する

社内コミュニティ
100%（1） 25%（4） 18%（11）

3-8.

「とてもそう思う」「そう思う」の

割合（カッコ内はn数）

制度の認知状況と長期的な勤続見通し（N=16）

認知度別 利用状況別

➢制度を認知している場合には、
長期的な勤続見通しを持つ人が多い

➢制度の利用そのものは
長期的な勤続見通しとの関係性は低い

Q:あなたは今後家族の介護が続いたとしても、この会社で長期的に働くことができると感じますか。
※セル内の％は、「とてもそう思う」、「そう思う」と回答した人の割合

①②アンケート結果より
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本日の論点

１. 議題④「介護両立支援施策の効果検証の在り方整理」について

• 両立支援施策の測定方法・KPI設定の在り方はどのようにあるべきか。

• 対外的に施策効果を発信するに際して、訴求する内容や、訴求対象はどこを想定するとよいか。

• 職域における想定される両立支援施策の効果をどのように考えるべきか。

２. 議題⑤「介護両立支援に係る関連情報の整理・普及の在り方」について

• 関連情報として、どういったものをガイドラインに掲載すべきか。

• 両立支援施策に関わる情報をどのようなチャネルで訴求すべきか。

議題⑥「政府における支援策の在り方」について

• ガイドライン策定に加え、どのような支援を経済産業省として講じていくべきか。

３. 第１回検討会及び上記論点を踏まえ、ガイドライン・とりまとめ骨子案（資料3-2参照）について、盛り込
むべき要素や視点など、ご意見を頂きたい。
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育児・介護休業法による対応

• 育児・介護休業法については、介護について、①介護休業、②介護休暇、③所定外労働の免除、⑤時間外労
働の制限、⑥深夜業の制限、⑦選択的措置義務が定められている。

出所：労働政策審議会 雇用環境・均等分科会（第65回） 参考資料集１
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001174913.pdf
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仕事と介護の両立に関する助成金・給付

【目的】
働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して両立支
援等助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に対する事業主等の取組を促進し、労働者の雇
用の安定を図る。

➢ 介護離職防止支援コース
「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業事業主、
または介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主に支給する。
①介護休業：対象労働者が介護休業を合計５日以上取得し、復帰した場合
②介護両立支援制度：介護のための柔軟な就労形態の制度(*)を導入し、原則として、合計20日以上利用した
場合
(*)介護のための在宅勤務、法を上回る介護休暇、介護フレックスタイム制、介護サービス費用補助等

両立支援等助成金

事
業
者
向
け

以下の１．及び２．を満たす介護休業について、支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給。

1. １．負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護（歩行、排泄、食事等の
日常生活に必要な便宜を供与すること）を必要とする状態にある家族（次のいずれかに限る）を、介護するための
休業であること。対象家族は、被保険者の、「配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む）」「父母
（養父母を含む）」「子（養子を含む）」「配偶者の父母（養父母を含む）」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」。

2. 被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実
際に取得した休業であること。

介護休業給付

従
業
員
向
け

※雇用保険制度

出所：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158665.html
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「仕事と家庭の両立支援プランナー」による支援

• 中小企業で働く労働者の介護休業の取得や休業後の円滑な職場復帰等を支援するため、労務管理の専門家
である「仕事と家庭の両立支援プランナー」が、「介護支援プラン」策定マニュアルをもとに、介護支援プランの策定
に係る支援等を実施。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080072.html
https://ikuji-kaigo.com/
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• 既存のガイドラインやハンドブック等一覧（抜粋）

介護と仕事の両立支援/介護離職防止支援におけるガイドライン等

発行元 発行年 タイトル 内容概要

厚生労働省 R5 令和５年度両立支援等助成金の制度変更 事業主を支援する制度についての解説資料。

一般社団法人
日本経済団体
連合会

H30
仕事と介護の両立支援の一層の充実に向けて
（企業におけるトモケアのススメ）

介護離職をめぐる現状と課題と仕事と介護の両立支援の基本理念ト
モケア（介護のあり方を共に考え、仕事との両立に共に取り組む）の進
め方を挙げている。また、取組企業20社の事例を紹介。

厚生労働省 H30 企業のための仕事と介護の両立支援ガイド
「企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル」の簡易版として、
企業に求められる従業員の仕事と介護の両立支援への取組を「仕事と
介護の両立支援対応モデル」を紹介。

厚生労働省 H30
平成29年度版「仕事と介護 両立のポイント
あなたが介護離職しないために」
（平成25年版、平成27年度版、平成28年度版あり）

介護離職の防止を念頭に、実際に仕事と介護を両立させている方の事
例とともに、事例からうかがえる「仕事と介護の両立のためのポイント」を
６つ提示。

厚生労働省 H30
「介護支援プラン」策定マニュアル
（平成29年版あり）

個々の従業員のニーズに応じた両立支援の取組を行うために、「介護
支援プラン」を策定し、プランに沿った取組を進めることで、仕事と介護の
両立を支援するポイント等を解説。

厚生労働省 H28
平成27年度「企業における仕事と介護の両立支援実践
マニュアル」

企業が従業員の仕事と介護の両立を支援するために取り組むべき事項
を「介護離職を予防するための仕事と介護の両立支援対応モデル」とし
て５つに整理。
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• 従業員向けに、仕事と介護の両立ポイントや両立の事例の情報を提供するもの

（参考）平成29年度版「仕事と介護 両立のポイント あなたが介護離職しないために」 厚生労働省

出所：https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-
Koyoukintoujidoukateikyoku/29_gaiyoban_all.pdf
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• 企業が介護に直面した社員と、介護のあり方を「共に」考え、仕事との両立に「共に」取り組むことを「トモケア」として
推進するもの

（参考）仕事と介護の両立支援の一層の充実に向けて（企業におけるトモケアのススメ）日本経済団体連合会

出所：https://www.keidanren.or.jp/policy/2018/034_gaiyo.pdf
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• 仕事と家庭の両立に取り組む企業や働く人をサポートする情報を掲載するサイト。

• 両立支援に取り組む企業の事例や企業・労働者向けの制度に関するQ&A等を掲載。

（参考）仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト 両立支援のひろば 厚生労働省

出所：https://ryouritsu.mhlw.go.jp/index.html
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• 仕事と介護の両立支援制度に関する情報をウェブサイトを通じて発信。

• 制度を分かりやすく紹介する動画や資料等を掲載。

（参考）介護休業制度特設サイト 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/index.html
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本日の論点

１. 議題④「介護両立支援施策の効果検証の在り方整理」について

• 両立支援施策の測定方法・KPI設定の在り方はどのようにあるべきか。

• 対外的に施策効果を発信するに際して、訴求する内容や、訴求対象はどこを想定するとよいか。

• 職域における想定される両立支援施策の効果をどのように考えるべきか。

２. 議題⑤「介護両立支援に係る関連情報の整理・普及の在り方」について

• 関連情報として、どういったものをガイドラインに掲載すべきか。

• 両立支援施策に関わる情報をどのようなチャネルで訴求すべきか。

議題⑥「政府における支援策の在り方」について

• ガイドライン策定に加え、どのような支援を経済産業省として講じていくべきか。

３. 第１回検討会及び上記論点を踏まえ、ガイドライン・とりまとめ骨子案（資料3-2参照）について、盛り込
むべき要素や視点など、ご意見を頂きたい。
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仕事と介護の両立を巡る課題と対応施策（案）

経営層

企業における主体

人事・労務担当者

従業員
（ビジネス
ケアラー）

その他従業員

取組指示 実態報告

情報提供・
セミナー

支援制度・
情報提供・
セミナー

具体的支援・
配慮

必要性は認識しているが、優先順位が低い

取り組みたいが、具体的方針が分からない

必要性は認識しているが、社全体へ訴求していない

具体的な制度設計のやり方が分からない

取り組みたいが、リソースが不足している

介護に関するリテラシーが不足している

家族介護のためのリソースが不足している

個別事情に応じた相談をする先がない

自身に介護に関する当事者意識がなく関心が低い

職場にいるビジネスケアラーへの適切な支援がわからない

各階層ごとの主な課題 大企業向け施策 中小企業向け施策

健康経営制度等のインセンティブ拡充 経営者コミュニティへの訴求

両立支援に取り組む意義の訴求

地域で支える
仕組みの構築

各種ハンドブック・ガイドラインの整備

介護関連制度の理解促進（パンフレット等）

民間（介護保険外）サービスの活用促進、介護を巡る金銭負担課題

セミナー・研修の実施、介護に係る機運醸成

健康経営制度等のインセンティブ拡充→社内での理解促進

：ガイドラインの活用が期待できる事項：国・行政において既に重点的な取り組みがある事項 ：今後検討が必要な事項

先進企業事例の発信

セミナー実施・個別相談

育児・介護休業法、介護保険制度

地域包括支援センター

職域における相談先の充実
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• 日本健康会議（※）が「健康経営優良法人」を認定。特に優れた法人については、「ホワイト500」（大規模法人部門）、
「ブライト500」（中小規模法人部門）の冠を付加。経済産業省と東京証券取引所が共同で「健康経営銘柄」を選定。制
度開始以降、健康経営に取り組む企業の裾野は急速に拡大。

• 令和5年度健康経営度調査（第10回）において、仕事と育児・介護の両立支援に関する設問を新設。

（参考）令和5年度健康経営度調査：健康経営概要

（※）平成27年7月に発足。経済界・医療関係団体・自治体・保険者団体のリーダーが手を携え、健康寿命の延伸とともに医療費の適正化を図るための民間主導の活動体。2021年に新たな実行委員体制のもと第二期として「日本健康会議2025」を開始し、新た
な活動目標となる「健康づくりに取り組む5つの実行宣言2025」を採択。
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介護支援制度の利用者に対してニーズや満足

度等を聴取

その他

いずれも特に行っていない
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（参考）令和5年度健康経営度調査：介護の就業の両立支援 ※育児・介護と就業の両立支援より抜粋

• 大規模部門では、「相談窓口を設置」している企業は５割を超える一方で、実態把握を行う企業は３割未満。
利用者へのニーズ聴取等を通じて、実態に即した支援策を充実してくことが望まれる。

• 中小規模部門も、主に柔軟な勤務制度と社内周知等の取組が中心。約28%が「いずれも特に行っていな
い」と回答しており、両立支援の取組がより一層望まれる。

出所：令和5年12月7日「健康・医療新産業協議会 第10回健康投資WG」事務局説明資料① （今年度の進捗と今後の方向性について)経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課

(n=3,523）大規模

29.6%

38.8%

8.9%

5.2%

2.2%

1.3%

28.2%

10.1%

2.0%

3.2%

27.5%

0% 20% 40%

介護で利用できる法定以外の柔軟な勤務制度

（在宅勤務、転勤配慮、週休３日制など）

介護との両立に関する社内制度・取り組みの周

知徹底

介護に関する経験談を共有できる場を社内で設

けている

介護との両立に関する従業員研修

会社の介護支援制度の利用者に対してニーズや

満足度等を聴取

見守りサービス等の介護費用への金銭補助

従業員が家族等の介護を抱えている事を定期的

にヒアリング等で確認

介護についてなんでも相談できる窓口（専門

家）を設置している

従業員やケアマネジャーと職場が介護に関する情

報を共有できる仕組みを設けている

その他

いずれも特に行っていない

(n=6,397）
中小規模
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• 経済産業省 地域経済産業グループでは、地域の企業群が一体となって、地域の自治体・金融機関・教育機関
等の関係機関と連携し、将来の経営戦略実現を担う人材の確保（兼業・副業含む）や、域内でのキャリアステッ
プの構築等を行う総合的な取組「地域の人事部」を推進。

（参考）地域の人事部 地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業補助金（地域戦略人材確保等実証事業）

出所：https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/jinjibu/index.html
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• 中小企業庁では、経営者に日々の経営課題の背景に、中核人材の採用、中核人材の育成、業務人材の採
用・育成の3つの人材課題（3つの窓）が潜んでいないか確認してもらい、それに対する具体的な対応策や支援

策を紹介する「中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン」を公表。

（参考）中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン

出所：https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/hitodebusoku/guideline/guideline.pdf



29

次年度以降の経済産業省における支援施策の在り方（案）

• 本検討会で策定するガイドラインにおいては、企業が仕事と介護の両立支援を取り組む際の最上流に当たる、特に経営層目線で
のデータやアクションなどを整理しているところ。
一方で、よりマクロな視点を踏まえると、仕事と介護の両立に係る課題解決に向けては、以下に挙げる４つの観点で施策を進めて
いく必要があるのでないか。

• ①両立支援に取り組むインセンティブの設計

— 健康経営等を通じて、両立支援施策に関する取組の評価の在り方や情報発信・開示について、より企業がインセンティブを持
てる設計を検討してみてはどうか。

• ②特にリソースが限られる中小企業への支援

— 中小企業が個社では取り組むことが難しい事項（例えば、セミナー実施、個別相談の機会確保等）について、自治体や地域
の支援組織、非営利主体等と連携する形で、複数社に対しての支援（地域で支える仕組みの構築）を推進してみてはどうか。

— より家族介護者目線で、ケアプランのセカンドオピニオンなど、個別事情に応じた支援を行う有効性を明らかにしてみてはどうか。

— 既存の中小企業政策（地域の人事部、各種経営者向けハンドブック等）との連携を検討してみてはどうか。

• ③介護に係る金銭負担に関する課題

— 介護者自身の健康問題を防ぐためにもアウトソースを進める必要があるものの、主に金銭面で課題を抱えることが多い。介護費
用、民間保険活用、家族間での支出分担・消費決定といった課題を横断的に調査・検討してはどうか。

• ④全国的なガイドラインの普及・啓発

— 企業や経営者のコミュニティ、地域で活動する主体（公的機関・団体等）と連携する形で、ガイドラインに関する発信や具体
的な事例を紹介する機会を確保してはどうか。
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本日の論点

１. 議題④「介護両立支援施策の効果検証の在り方整理」について

• 両立支援施策の測定方法・KPI設定の在り方はどのようにあるべきか。

• 対外的に施策効果を発信するに際して、訴求する内容や、訴求対象はどこを想定するとよいか。

• 職域における想定される両立支援施策の効果をどのように考えるべきか。

２. 議題⑤「介護両立支援に係る関連情報の整理・普及の在り方」について

• 関連情報として、どういったものをガイドラインに掲載すべきか。

• 両立支援施策に関わる情報をどのようなチャネルで訴求すべきか。

議題⑥「政府における支援策の在り方」について

• ガイドライン策定に加え、どのような支援を経済産業省として講じていくべきか。

３. 第１回検討会及び上記論点を踏まえ、ガイドライン・とりまとめ骨子案（資料3-2参照）について、盛り込
むべき要素や視点など、ご意見を頂きたい。
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仕事と介護の両立支援促進に向けた企業経営ガイドライン（仮称）とりまとめ骨子案 概要

➢ ①企業に求められている社会の中での役割の変化（人材戦略、ダイバーシティの重要性等）、②仕事と介護の両立支援に関する経
営面でのリスクとリターンに関する情報を提供する。

➢ ①両立支援に関する企業の実状（育児との比較含む）や②仕事をしながら介護に従事する従業員のニーズを明らかにしたうえで、
③介護両立支援が進まない要因について、企業・従業員両面から分析する。

➢ ①先進企業事例集（各社の両立支援制度概要、対外発信事例）

➢ ②関連情報（関連するハンドブック・ガイドライン、公的支援制度、ツール等を一覧化）

別添資料

➢ ①企業が担う役割（介護資源へのアクセス支援）について、公的制度や民間領域との関りにも触れながら明らかにする。

➢ そのうえで、②企業における介護両立支援の全体像を示し、企業内の両立支援施策の進め方やステークホルダーへの発信・対話の重
要性、そして、企業が担う介護支援へのアクセス支援にも触れる。

➢ また、こうした取組を戦略的に進めるに当たっては、経営者自身の思考のシフトが必要であり、③両立支援施策を講じる際に必要なマイ
ンドセットを示す。

➢ そして、④企業におけるアクションの具体的内容として、実際の企業事例を織り交ぜながら、先に示した両立支援に取り組む企業に向け
たケースを紹介する。

３．企業側が取り組むべきアクション

２．仕事と介護の両立に関する企業や従業員の現状

１．企業が仕事と介護の両立に取り組む意義

はじめに 本ガイドラインの位置づけ

➢ ①本ガイドライン策定に至った社会的背景を記載するとともに、②ガイドラインの対象・目的（経営層が対象）を明確にする。
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企業における介護両立支援の全体像（案）

Step.1

経営アジェンダとしての
位置づけ

Step.2

基盤的な両立支援
施策の確立

Step.４

施策の質を高める
仕組みづくり

相談体制の整備
• 相談担当者の設置

• 1on1、人事部面談 等

経営層のコミットメント

• 企業経営上のリスク・リ
ターンの把握

• 社全体の人材戦略への組
み込み

• 経営層からのメッセージ発
信 等 情報発信

• 研修やパンフレットを通じた
リテラシー向上（介護知
識・金銭面の備え）等

コミュニティの形成
• 介護経験者同士による対
話の場づくり 等

効果検証

• 両立施策に関する全社ア
ンケートの実施

• 人材戦略の観点から適切
なKPIの設定 等

企
業
に
よ
る
両
立
支
援
施
策

実態把握

• 現在および今後の介護発
生状況の調査・把握 等

Step.3

企業独自の
取組の充実

人事労務制度の充実
• 柔軟な働き方の推進

• 福利厚生による経済的な
支援 等

フィードバックによる施策の見直し

ステークホルダーへの
発信・対話

資本・労働市場等から
のフィードバック

顧客・投資家・従業員家族・キャリア人材等の
ステークホルダー

介護資源への
アクセス支援

ケアプラン等を踏まえた
両立支援施策の活用

公的・民間主体等で提供される介護資源
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